
第1条

第2条

第3条

第4条

第5条

役員報酬規程

本規定は、特定非営利活動法人 e‐Educaton(以下、「法人」という)の役員の報酬

に係る必要事項を定めることを目的とする。

法人において、役員とは定款にある通 り、理事・監事と規定する。

法人において、役員報酬役員報酬の支給対象者と支給時期については、総会におい

て審議・承認する。

役員報酬の額は月額 5万円とする。

本規定の改訂方法に関しては、定款に従うものとする。

本規定は2020年月 7月 30日 から施行する。



給 与 規 程

第 1章   総   則

(目 的)

第 1条 この規程は、就業規則第 46条に基づいて、特定非営利活動法人 e―Educ雄 lon(以下「法

人」という)の従業員の給与に係る必要事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第 2条 この規程は、就業規則第 2条に定める従業員について適用し、期間雇用者、その他臨時

に雇用する者については適用しない。

(給与決定の原則)

第3条 従業員の給与は、次の点等を考慮して決定する。

①職務の重要度、困難度、責任度、身体的口精神的な負担の大きさ

②従業員の年齢、経験、能力

③従業員の勤務成績、勤務態度

(給与の構成)

第4条 従業員の給与は、特別の定めがない限り、月例給与とし、その細日は第 2項の通りとす

る。

2項 月例給与は基準内賃金と基準外賃金とに分類され、その内訳は次の通りとする。

①基準内賃金

(ア)基本給

(イ )諸手当

諸手当の内訳は次の通りとする。

(a)固定残業代

(b)通勤手当

②基準外賃金

(ア)時間外勤務手当

(イ )休日勤務手当

(ウ )深夜勤務手当

第2章   給与の計算および支払い

(計算期間および支払日)

第5条 給与の計算期間は、当月1日から当月末日までとし、翌月25日 に支給する。

2項 前項の給与支給日が銀行休業日にあたるときは、その前日に支給する。

3項 計算期間の途中で採用され、または退職、休職、復職したときは、当該計算期間の所定

労働日数を基準に日割計算して支給する。

4項 無給の休暇の取得、欠勤、遅刻、早退したときは、当該計算期間の所定労働日数 日労働
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時間を基準に日割・時間割計算し、不就労時間分を控除して支給する。

(支払方法)

第6条 給与は全額通貨で直接従業員に支払う。但し、本人の申出により、銀行振込にて各自の

指定する本人の預金口座に振り込むことができる。

2項 前項にかかわらず、次に掲げるものは支払の際に控除する。

①源泉所得税

②住民税

③健康保険料及び厚生年金保険料の被保険者負担分

④介護保険料の被保険者負担分

⑤雇用保険料の被保険者負担分

⑥従業員代表との協定で定めたもの

(計算の端数処理)

第7条 給与計算において生じる端数の処理は、次のとおりとする。

① l力 月の賃金支払額について、 1円未満の端数は切り上げる。

②割増賃金計算において、1時間当たりの賃金額および1時間当たりの割増賃金額に 1

円未満の端数が生じたとき、1円未満の端数は切り上げる。

③割増賃金計算において、1カ 月における時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜勤務手

当の金額にそれぞれ1円未満の端数が生じたとき、1円未満の端数は切り上げる。

(休職者の給与)

第 8条 就業規則第 15条により体職を命ぜられた期間 (同条第 1項第 3号による期間を除く)に

対する給与は支給しない。但し、同条第 1項第4号による期間については、個別に定め

る。

(休暇等の給与)

第 9条 就業規則第 36条で定める年次有給休暇、第 39条に定める育児時間、第 44条で定める特

別休暇および第 45条で定める夏季休暇についてはこれを出勤したものとして取り扱い、

所定労働時間労働した場合に支払われる通常給与を支給する。

2項 前項に定める以外の体暇、休業時間および休業期間については、無給とする。

第 3章   基本給、諸手当

(基本給)

第 10条 基本給は月額をもって定め、第 3条各号に定める事項等を考慮して各人別に決定する。

(給与改定)

第 11条 給与改定 (昇給・降給)は、原則として毎年 1回、4月 に行う。但し、特別に必要があ
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るときは、臨時に給与改定を行うことがある。

2項 給与改定は、能力、勤務成績、勤務態度等を人事考課により査定し、法人の業績等を勘

案した上で、基本給について行う。

3項 在籍 1年未満の者の給与改定は、各人の年齢、経験、能力、在籍期間の勤務成績、勤務

態度などを考慮して決定する。

(固定残業代)

第 12条 固定残業代は、第 14条第 1項に定める20時間分時間外勤務手当として支給する。

2項 第 17条第 1号により計算した時間外勤務手当の金額が、固定残業代を超える場合、別途

その差額を時間外勤務手当として支給する。

(通勤手当)

第13条 通勤手当は通勤のために要する運賃、時間、距離などの事情から見て、最も経済的で合

理的と認められる通常の経路及び方法による1カ 月定期券乗車券購入費を所得税法の非

課税額を限度として支給する。

2項 前項の通勤手当は、毎月それぞれ当月以降分を支給する。

第4章   基準外賃金

(時間外 口休日労働手当)

第 14条 所定労働時間外の勤務をした者に対し、時間外勤務手当を支給する。

2項 就業規則第 31条第 2項に定める休日に勤務した者に対し、休日勤務手当を支給する。

3項 就業規則第 35条に定める者には、時間外勤務手当および休日勤務手当を支給しない。

(深夜勤務手当)

第 15条 22時から翌日5時までの間に勤務をした者に対し、深夜勤務手当を支給する。

(併給)

第 16条 時間外勤務が就業規則第31条第 2項の休日勤務にあたるときは、休日勤務手当を支給し、

時間外勤務手当は支給しない。

(割増賃金額)

第17条 時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜勤務手当は、次の計算により算出する。

①時間外勤務手当

1時間当り賃金  x  l.25  X   時間外勤務時間数

また、労働基準法の規定により、時間外労働・休日労働に関する労使協定に割増賃金

率が定められている場合は、当該労使協定の定める割増賃金を支払う。

②休日勤務手当

1時間当り賃金  x  l.35  X   休日勤務時間数
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③深夜勤務手当

1時間当り賃金  X  O.25  X   深夜勤務時間数

2項 1時間当たり賃金は次の通り計算する。

(基本給十諸手当) ÷  (月 平均所定労働時間数)

但し、諸手当については、労働基準法の定めに基づき計算の基礎としなくてよいとされ

るものおよび固定残業代を除く。

(附則)

(施行) 本規程は2017年 12月 1日から施行する。
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就業規則

第 1章   総   則

(目 的)

第 1条 この就業規則 (以下『本規則」という)Iま、特定非営利活動法人 e―EducatiOn(以下「法

人」という)の従業員の服務規律、就業の条件等を定めることにより、企業の円滑な運

営と企業秩序の維持確立を目的とする。

2項 本規則に定めのない事項については、労働基準法その他関係法令の定めるところによる。

(従業員の定義)

第 2条 本規則が適用される従業員とは、本規則第 5条ないし10条に定める手続によつて期間の

定めなく法人に雇用された者をいう。

2項 次の各号に該当する者は本規則を適用しない。

①期間雇用者

②その他前各号に準ずる者で法人の指定する者

(規則の遵守)

第 3条 従業員は、本規則に定められた義務を誠実に履行し、企業秩序の維持に努めなければな

らない。

(労働条件の変更)

第4条 本規則に定める服務規律及び労働条件等については、法律の改正、社会状況の変動およ

び法人の経営状況等の業務上の必要性により本規則の変更手続きにより変更することが

ある。

第 2章   人  事

(採用)

第 5条 法人は就業を希望する者の中から選考試験に合格し、所定の手続きを経た者を従業員と

して採用する。選考試験の方法等は法人において定める。

(採用選考時の提出書類)

第6条 法人は、就業を希望する者に対し、次の書類を提出させる。但し、法人はその一部の書

類の提出を求めないことがある。

①履歴書 (3カ 月以内に撮影した写真を添付)

②その他法人が必要とする書類

2項 法人は、提出を受けた書類については、提出後6ヶ月以内に消却する。
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(採用決定者の提出書類)

第7条 法人は、採用が決定した者 (採用内定者を含む)に対し、採用決定後速やかに、前条に

規定する書類とともに、次の書類を提出させる。但し、法人はその一部の書類の提出を

求めないことがある。

①秘密保持誓約書

②卒業 (見込)証明書および学業成績証明書

③所得税源泉徴収票 (採用した年に前職のある者)

④厚生年金手帳および雇用保険被保険者証 (既に年金手帳、雇用保険被保険者証の交付

を受けたことがある者のみ)

⑤行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (以下「番

号法」という)に基づく個人番号カード、または通知カード (住民票記載事項証明書

にマイナンバーの記載がある場合は提出を省略できる)および写真付公的身分証明書

⑥その他法人が必要とする書類

2項 従業員は、前項の提出書類の記載事項に変動があつた場合、法人に対し、変動があつた

日から2週間以内に文書で届け出なければならない。

(身元保証)

第8条 法人は、独立の生計を営む成年者で本人の親族等を身元保証人として求めることがある。

2項 身元保証の期間は、5年間とする。なお、法人が特に必要と認めた場合、その身元保証

の期間の更新を求めることがある。

(採用の取消)

第9条 入社に際し履歴を偽り又は不実の陳述をした者は、採用を取り消す。但し、この規定は

経歴詐称に関する懲戒規定の適用を排除するものではない。

(試用期間)

第 10条 第5条により採用された者は、入社の日より3ヵ 月を試用期間とする。但し、法人が特

に必要ないと認めた者については、試用期間を設けないことがある。

2項 前項の期間について、3項、4項の判定を行うために必要と認める場合は、前項の期間

を通算し6カ 月を限度として試用期間を延長することがある。

3項 試用期間中の者について、その業務適正等を総合的に判断して本採用の有無を決定する。

この決定は試用期間満了日までに行う。

4項 前項の決定基準には、健康状態、出勤状態、勤務状態、成績等を総合勘案する。

5項 試用期間は、勤続年数に通算する。

(出張、職場 日配置換え)

第 11条 法人は従業員に対し、日常の指示、命令として出張、職場ないし配置換えを命じること

がある。
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(配置転換および出向)

第 12条 法人は従業員に対し業務上必要がある場合は、転勤もしくは従事する職務の変更または

出向を命ずることがある。

2項 従業員は、前項の業務命令に対し、正当な理由がない限り拒否することはできない。

〈昇進)

第 13条 法人は、従業員に対し、業務上の必要性がある場合、上位役職に昇進を命じることがあ

る。

2項 従業員は、前項の命令に対し、正当な理由がない限り拒否することはできない。

(解任)

第 14条 法人は、従業員に対し、業務上の必要性がある場合、その役職を解任することがある。

(体職)

第 15条

2項

3項

法人は、従業員が次の各号の 1つに該当するときは休職を命ずることがある。

但し、第 1号、第2号の場合、および第4号の体職事由が業務外の傷病を原因とする場

合で、復職の見込みがないときを除くものとする。

①業務外の傷病により欠勤が連続して2カ 月 (欠動中の休日を含む)を経過してもその

私傷病が治癒しないとき。なお、治癒とは従来の業務を健康時と同様に遂行できる程

度に回復することをいう。

②業務外の傷病により通常の労務提供ができず、その回復に一定の期間を要するとき。

③出向により関係会社または団体に勤務するとき。

④前各号のほか特別の事情があって法人が休職させる必要があると認めたとき。

前項第 1号における欠動は、欠勤の中断期間が 1カ 月未満の場合は前後の欠勤期間を通

算し、連続しているものとみなす。

第 1項第 1号について、先行する私傷病欠勤の途中において他の私傷病が発生しても、

欠動の起算日は変更せず通算する。

(休職期間)

第 16条 休職期間は、休職事由を考慮のうえ、次の期間を限度として法人が定める。

①前条第 1項第 1号、第2号に該当するときは、次のとおりとする。

勤続年数 1年未満のとき (試用期間に該当する者を除く) 3ケ 月

勤続年数 1年以上3年未満のとき 6ケ月

勤続年数3年のとき  1年
②前条第1項第3号または第4号に該当するときは、法人が必要と認めた期間

(体職期間中の賃金)

第 17条 休職期間中の賃金は無給とする。但し、第 15条第 1項第3号または第4号については、
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(休職期間中の勤続年数)

第 18条 休職期間は原則として勤続年数に算入しない。但し第 15条第 1項第3号の体職事由によ

る場合、または第4号に該当する場合で法人が認めたときは、勤続年数に算入する。

(復職)

第 19条

2項

3項

4項

法人は、休職期間満了時までに休職事由が消滅したものと認めた場合は、原則として原

職に復帰させる。但し、必要に応じて原職と異なる職務に配置することがある。

なお、法人が休職期間満了時までに休職事由が消滅しないと認めた場合は、休職期間満

了の日をもって退職とする。

従業員は、第 15条第 1項第 1号、第 2号の体職事由が消滅したとして復職を申し出る場

合、又は同4号の体職事由が業務外の傷病を原因とするものであつて、当該体職事由が

消滅したとして復職を申し出る場合には、医師の診断書を提出しなければならない。

前項による診断書の提出に際して、法人が診断書を作成した医師に対して面談による事

情聴取を求めた場合、従業員はその実現に協力しなければならない。

第 2項の診断書が提出された場合でも、法人は法人の指定する医師による診断を命じる

ことがある。従業員が正当な理由なくこれを拒否した場合、第 2項の診断書を休職事由

が消滅したか否かの判断材料として採用しないことがある。

(復職の取消・休職の通算).

第 20条 従業員が復職後6カ 月以内に同一ないし類似の傷病により次の各号に該当するに至つた

ときは、復職を取り消し、直ちに休職させる。

①通常の労務提供ができない状況に至つたとき

②欠勤をしたとき

2項 前項の場合の休職期間は、復帰前の休職期間と通算する。但しその残余の期間が3カ 月

未満の場合は、休職期間を3カ 月とする。

(自 然退職)

第21条 従業員が次の各号の1つに該当するときは、その日を退職の日とし、その翌日に従業員

の身分を失う。

①死亡したとき。

②休職期間が満了したとき。

③理事または監事に就任したとき。

④法人に連絡がなく、50日 を経過し法人が所在を知らないとき。

(定年退職)

第 22条 従業員の定年は満 65歳とし、その誕生日の属する月の末日をもって退職の日とし、その

翌日に従業員の身分を失う。
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(自 己都合退職)

第 23条 従業員が自己の都合により退職しようとするときは、原則として 1カ 月以上前、少なく

とも 14日前までに所属長に退職願を提出しなければならない。

2項 前項により、従業員から退職願の提出があつたとき、法人は、原則として退職の日を指

定した上でその申込みを承諾する。

(解雇)

第 24条 法人は、次の各号の一に該当する場合は従業員を解雇することがある。なお、諭旨解雇、

懲戒解雇については、第 56条、第 58条に定める。

①精神または身体の故障により、業務の遂行に堪えられないと認められたとき。

②試用期間中の者で、従業員として不適当と認められたとき。

③従業員としての勤務状況が不良で就業に適しないと認められるとき。

④勤務成績または業務能率が不良で、または業務に怠慢で向上の見込みがないと認めら

れたとき。

⑤事業の縮小 8廃止その他法人の経営上やむを得ない事由のあるとき。

⑥その他前各号に準ずるやむを得ない事情があつたとき。

(解雇の予告)

第 25条 前条により解雇する場合は、次に掲げる場合を除いて、30日前までに予告するか、また

は労働基準法に規定する平均賃金の30日分に相当する予告手当を支給する。

①天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合で、行政官

庁の認定を受けたとき。

②本人の責めに帰すべき事由により解雇する場合で、行政官庁の認定を受けたとき。

③試用期間中の者であって、入社後 14日 以内に解雇するとき。

2項 前項の予告の日数は、1日 について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短

縮することができる。

(解雇の制限)

第 26条 従業員が業務上の傷病により療養のため休業する期間およびその後30日 間、ならびに産

前産後の女性従業員が休業する期間およびその後30日 間は解雇しない。ただし、業務上

の傷病の場合において、療養開始後3年を経過しても傷病が治癒せず、打切補償を支払

った場合、この限りでない。

2項 前項の解雇しない期間中にかかわらず、天災事変その他、やむを得ない事由により事業

の継続が不可能になった場合で、行政官庁の認定を受けたときはこの限りではない。

(業務引き継ぎ・書類の提出)

第 27条 従業員は、退職または解雇の際は、法人の指示に従い速やかに業務を引き継ぐと共に、

法人が指定する書類を提出しなければならない.
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〈金品の返還)

第 28条 従業員は、退職または解雇の際は身分証明書・社員証・健康保険証など法人から貸与さ

れた物品を速やかに法人へ返納し、法人に対して債務があるときは速やかに完済しなけ

ればならない。

第3章   労働時間・休憩・休日・休暇

(所定労働時間)

第 29条 所定労働時間は実働 8時間 00分とし、始業・終業の時刻は次のとおりとする。

始業時刻    9時 00分

終業時刻    18時 00分

2項 休憩時間は、12時から 13時 とする。但し、法人は労働基準法で定める労使協定により

休憩時間を交替制とすることができる。

3項 業務上の必要性その他やむを得ない事情により、始業・終業時刻または休憩時間を繰り

・上げまたは繰り下げることがある。

4項 第 1項および第 2項の規定にかかわらず、法人は従業員に対し、労働基準法に基づき、

次の事項を定めた労使協定を締結して、その従業員にかかる始業および終業の時刻をそ

の従業員の決定に委ねることがある。

①対象となる従業員の範囲

②清算期間

③清算期間における総労働時間

④標準となる1日 の労働時間

⑤コアタイムを定める場合は、その開始および終了時刻

⑥フレキシブルタイムを定める場合には、その開始および終了時刻

5項 前項の場合、締結した労使協定を就業規則に添付して就業規則の一部とし、就業規則に

定めのない場合は、当該協定の定める内容によるものとする。

(休日)

第 30条 従業員の休日は次のとおりとする。

①土曜日

②日曜日

③国民の祝日に関する法律に定められた休日

④12月 30・ 31日 、 1月 2日・ 3日

⑤その他法人が指定した休日

2項 前各項の休日は、業務の必要性その他やむを得ない事由のある場合は、全部または一部

の者について他の日に振り替えることがある。

休日を振り替える場合は、あらかじめ振り替える日を指定して従業員に通知する。
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(時間外および休日勤務)

第 31条 業務上の必要性によりやむを得ない事由のある場合は、所定労働時間を超える時間外労

働、休日労働を命じることがある。この場合、労働基準法上の時間外、休日労働に該当

するときには、同法の定める労使協定の範囲内で時間外、休日労働を命じる。

2項 労働基準法の休日労働は、毎週休日のうち最後の1日の休日に労働させた場合とする。

但し、4週間を通じ4日以上の休日があるときはこの限りではない。

3項 従業員が時間外労働、休日労働、および深夜労働をする場合には、あらかじめ所属長の

許可を受けなければならない。

4項 妊娠中および産後 1年を経過しない女性従業員から申出があるときは、時間外労働、休

日労働および深夜労働 (22時から翌日5時までの勤務)を命じない。

5項 法人は、満 18歳に満たない従業員には労働基準法上の時間外労働、休日労働、深夜労働

を命じない。

6項 災害その他避けることのできない事由によつて臨時の必要がある場合においては、時間

外、休日労働を命じることがある。

(出張および事業場外のみなし労働)

第 32条 従業員が出張、その他法人の用務をおびて事業場外で勤務する場合で労働時間を算定し

がたいときは、第 29条の所定労働時間労働したものとみなす。ただし、所属長があらか

じめ別段の指示をしたときはこの限りではない。

〈遅刻・早退・欠動・私用外出)

第 33条 従業員は、私傷病等その他やむを得ない事由によつて遅刻・早退・欠動をせざるを得な

いときは事前に所属長に届け出て、その承認を得なければならない。

2項 前項について、事前に承認が得られない事情があれば、事後速やかに所属長に届け出て、

その承認を得なければならない。

3項 就業時間中、私用の外出および面会等は原則として認めなぃ。ただし、やむを得ない事

由により所属長の承認を得た場合はこの限りではない。

く医師の診断)

第 34条 法人は、従業員が私傷病により欠勤する場合、医師の診断書の提出を求めることがある。

2項 前項の診断書が提出された場合であっても、法人は必要があれば従業員に対し法人の指

定する医師への受診を求めることがある。

く適用除外)

第 35条 次の各号に該当する従業員については、この章に規定する所定労働時間、休憩および休

自に関する定めを適用しない。

①監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

②監視又は断続的労働に従事する者で、行政官庁の許可を受けた者

2項 前項各号に該当する者は、その業務の性質が本章に定める所定労働時間、休憩、休日の
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規定になじまないために適用除外していることを鑑み、事業の正常な運営を妨げること

のないように業務を遂行しなければならない。

(年次有給体暇)

第 36条 年次有給休暇は4月 1日 を基準日とし、毎年4月 1日から翌年3月 31日 までを体暇年度

として、各従業員の入社日により以下の区分に従って与える。

① 4月 1日以降9月 30日までに入社した従業員

入社後最初に到来する 10月 1日 に6カ 月の継続勤務をしたとみなし、金労働日の8割以

上勤務した従業員に対して、10日の年次有給休暇を継続または分割して与える。翌年4

月 1日が到来したときに 1年 6カ 月の継続勤務をしたとみなし、以後 1年毎の期間にお

いて各期間を継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した従業員に対して、次の年次有給

体暇日数を継続または分割して与える。なお、出動率の計算にあたり、継続勤務期間の

みなしによりその要件が短縮された期間は、出勤したものとして計算する。

断圃 劉 1年
6ヵ 月

2年
6カ 月

3年
6カ 月

4年
6カ 月

5年
6カ 月

6年以上

6カ 月

20日休暇日数 11日 12日 14日 16日 18日

②10月 1日以降翌年3月 31日 までに入社した従業員

入社後最初に到来する4月 1日 に6カ 月の継続勤務をしたとみなし、全労働日の8割

以上勤務した従業員に対して、10日 の年次有給休暇を継続または分割して与える。以後

1年毎の期間において各期間を継続勤務し、全労働日の8割以上出動した従業員に対し

て、次の年次有給体暇日数を継続または分割して与える。なお、出勤率の計算にあたり、

継続勤務期間のみなしによりその要件が短縮された期間は、出勤したものとして計算す

る。

覇耐軍] 1年
6カ月

2年
6ヵ 月

休暇口数 11日 12日

3年
6ヵ 月

4年
6カ 月

14日 16日

5年
6カ 月

6年以上

6カ 月

20日18日

2項 年次有給体暇は半日単位で取得することができる。それぞれの始業 ,終業時刻は次の通

りとする。

①前半休 始業時刻 9時  終業時刻 12時 (但 し、第29条第4項の場合は始業時

刻から連続した4時間とする。)

②後半休 始業時刻 13時  終業時刻 18時 (但 し、第29条第4項の場合は終業時

刻までの連続した4時間とする。)

3項 第 1項の年次有給休暇は、翌年度に限り繰り越すことができる。

4項 年次有給休暇を請求しようとする者は、所定の手続きによりあらかじめ所属長に届け出

なければならない。但し、請求の時季に年次有給体暇を与えることが事業の正常な運営

を妨げる場合は、法人はその申出の時期を他に変更させることがある。

5項 法人は、年次有給体暇の計画的付与に関する労使協定があるときは、第 1項で定める年

次有給休暇のうち5日 を超える部分について労使協定の定めるところにより計画的に付

与するものとする。この場合、従業員は労使協定に定められた時季に年次有給休暇を取

得しなければならない.
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6項 年次有給休暇の期間に対しては、通常の賃金を支給する。

(産前口産後休暇等)

第 37条 出産する予定の女性従業員が請求したときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合は

14週間)前から出産日まで産前体暇を与える。

2項 産後 8週間を経過していない女性従業員は就業させないものとする。ただし、産後 6週

間を経過した女子が申し出て医師が支障ないと認めたときは、就業させることがある。

3項 妊娠中の女性従業員が請求した場合は、他の軽易な業務に転換させる。ただし、就業に

適する軽易な業務がないときには請求に応じないことがある。

4項 第 1項または第 2項の体暇については無給とする。前項により業務を転換した場合、法

人は当該担当業務に応じて賃金を変更することがある。

(生理休暇)

第 38条 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合には、その日について生理休暇

を与える。

2項 前項の体暇については、無給とする。

(育児時間)

第 39条 満 1歳に達しない生児を育てる女性従業員は、あらかじめ申し出ることにより、就業時

間中、休憩時間の他に1日 に2回、1回にっいて 30分の育児時間を取得することができ

る。

2項 前項の育児時間は有給とする。

(母性健康管理)

第 40条 妊娠中または出産後 1年を経過しない女性従業員は、母子保健法に定める健康診査また

は保健指導を受診するために必要な時間を請求することができる。この請求は原則とし

て7日前までに所定の申請書を所属長に提出して行わなければならない。

2項 妊娠中または出産後 1年を経過しない女性従業員は、医師等から妊娠または出産に関し

指導された場合、
°
その指導事項を守ることができるようにするため、所属長に申し出る

ことにより、所定労働時間の短縮、休憩時間の延長、作業の軽減、休業等の措置を受け

ることができる。

3項 前 2項の適用を受けた場合で労働時間の短縮または休業した場合、その間の賃金は無給

とする。また業務を変更した場合、法人は当該担当業務に応じて賃金を変更することが

ある。

(育児体業)

第 41条 育児休業等に関する事項は、「育児 口介護休業規程」に定める。

(介護休業)
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第 42条 介護体業等に関する事項は、「育児・介護休業規程」に定める。

(公民権行使の時間)

第 43条 法人は、従業員が勤務時間中に選挙権の行使、その他の公民権を行使または公の職務を

執行するためあらかじめ申し出があつた場合は、それに必要な時間を与える。但し、法

人は業務の都合により、権利の行使または公務の執行を妨げない限度において請求した

時刻を変更することがある。

2項 前項による公民権行使または公職執行の時間は無給とする。

3項 従業員が裁判員および補充裁判員 (以下、「裁判員等」という)選任手続きのための呼び

出しを受けた場合には、法人へ速やかに届け出なければならない。

(特別休暇).

第 44条 次の各号の一に該当するときは、特別体暇を与える。

①慶弔体暇

本人が結婚するとき                  7日
子が結婚するとき                    2日
兄弟姉妹が結婚するとき                 1日
配偶者、父母、子が死亡したとき             7日
祖父母、配偶者の父母、兄弟姉妹、孫が死亡したとき   3日

②天災事変 (火災・震災 風ヽ水害等)その他これに類する

災害により罹災し、法人が必要と認めたとき       必要と認めた期間

③その他法人が必要と認めたとき             必要と認めた期間

2項 特別休暇期間中の休日は休暇日数に算入する。

3項 第 1項第 1号について、法人が特に必要と認めた場合には、その期間を延長することが

ある。

4項 特別休暇を請求しようとする者は、所定の手続きによりあらかじめ所属長の承認を得な

ければならなしヽ。ただし、やむを得ない理由によつて手続きができない場合は、事後速

やかに届け出なければならない。

5項 第 1項第 1号に定める結婚体暇は、その事実があったとき (結婚式または入籍の日のい

ずれか)から2カ 月以内に請求し、1年以内に取得しなければならない。

6項 特別体暇期間中の労働日にあたる日は、特に定める場合の他は有給とする

(夏季体暇)

第 45条 法人は、年 1回 5日の夏季休暇を与える。

2項 前項の夏季体暇は、取得できる期間は7月 1日から9月 30日までとする。

3項 夏季休暇は、期間終了後に無効となり繰越はしないものとする。

4項 夏季休暇を請求しようとする者は、予め所属長に申し出て法人の承認を得なければなら

ない。

5項 夏季休暇の期間に対しては、通常の賃金を支給する。
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第4章   賃   金

(給与)

第 46条 賃金に関する事項については、「給与規程」に定める。

第5章   服   務

(服務の原則)

第 47条 従業員は、法人の規則および業務上の指示、命令を遵守し、職場の秩序・規律の維持、

向上に努め、互いに人格を尊重し、誠実に自己の職務に専念しなければならない。

(服務規律)

第48条 従業員は、常に次の事項を守り職務に精励しなければならない。

①勤務時間中は、定められた職務に専念し、所属長の許可なく職場を離れ、または他の

者の業務を妨げるなど、職場の風紀・秩序を乱さないこと。

②勤務時間中は所定の服装を整え、定められた備品を携帯すること。

③法人の許可なく、法人の施設内においてゼツケン、鉢巻、ヮッペンその他これに類す

るものを着用しないこと。

④正当な理由なく、無断欠勤および遅刻、早退をしないこと。

⑤業務上の必要性により、担当業務の変更または他の部署への応援を命ぜられた場合は、

正当な理由なく拒まないこと。

⑥消耗品は常に節約し、商品・備品口帳票類は丁寧に取り扱い、その保管には十分注意

すること.

⑦自己または第二者のために職務上の地位を不正に利用しないこと。

③職務に関連して、自己または第二者のために法人の取引先等から金品、飲食など不正

な利益供与を受けないこと。

⑨法人の許可なく、業務に関係のない私物を法人施設に持ち込まないこと。

①法人の許可なく、業務以外の目的で法人の施設、車両、事務機器、販売器具、商品・

備品を無断で使用し、または持ち出さないこと。

①法人の許可なく、法人の施設内において組合活動、政治活動、宗教活動など、業務に

関係のない活動は行わないこと。

⑫法人の許可なく、法人の施設内において集会、演説、張り紙、文書配布、募金、署名

活動など業務に関係のない行為をしないこと。

①法人の内外を問わず、法人の名誉口信用を傷っけ、または法人の利益を害する行為を

しないこと。

①在職中または退職後においても、法人の秘密もしくは取り扱う個人情報 (番号法に定

める個人番号および特定個人情報を含む)を法人の許可なく第二者に開示し、または

自己もしくは第二者のために使用しないこと。
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⑮法人の許可なく社外の業務に従事し、または自ら事業を行わないこと。

①法人の許可なく、同業他社に就業し、または自分の業務と競争関係になる競業行為を

行わないこと。退職後においても法人の営業秘密その他法人の利益を害する不当な競

業行為を行わないこと。

①法人の業務の範囲に属する事項について、著作、講演などを行う場合は、あらかじめ

法人の許可を受けること。

⑩法人の許可なく、法人の文書類または物品を社外の者に交付、提示しないこと。

⑩所定の届出事項に変更が生じたときは、すみやかにその届出をなすこと。

④性的な言動により他の従業員または関係者の業務に支障を与えたり、職務環境を悪化

させるような行為をしないこと。

①職務上の地位を利用して、他の従業員または関係者に対し性的な言動により不快な思

いをさせ、あるいは交際等を強要するなどの行為をしないこと。

②職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超える

言動により、他の従業員、その他の関係者に精神的・身体的な音痛を与えたり、就業

環境を悪化させるような行為をしないこと。。

①妊娠もしくは出産したこと、または育児もしくは介護に関する休業等の制度の利用に

ついて、他の従業員または関係者の職務環境を悪化させる行為をしないこと。

②妊娠もしくは出産したこと、または青児もしくは介護に関する体業等の制度の利用に

ついて、嫌がらせ、制度の利用を阻害する行為、または解雇その他不利益取り扱いを

示唆する行為をしないこと。

①その他、法人の規定、掲示・命令、通知事項を連守すること。

①前各号の他、これに準ずるような従業員としてふさわしくない行為をしないこと。

く出退勤)

第49条 従業員は始業時刻までに出勤し、終業時刻に退出するものとする。

2項 出勤の際は、始業時刻前に作業態勢を整備し、本人自ら所定の方法により出動の事実を

明示するものとする。

3項 退出の際は、書類、備品等を整理格納した後、本人自ら所定の方法により退勤の事実を

明示するものとする。

〈入場禁止・退場命令)

第50条 次の各号の一に該当する場合は法人施設内に入場させないことがあり、または退場させ

ることがある。

①所定の入場手続きを行わないとき

②衛生上有害または災害防止上危険と認められるとき

③秩序・風紀を乱し、または乱すおそれのあるとき

④酒気をおびているとき

⑤就業を禁止されたとき

⑥その他法人が必要と認めたとき
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(調査協力)

第 51条 業務上必要な場合は、法人の調査事項について協力しなければならない。

(所持品検査)

第 52条 従業員は、日常携行品以外の物品を事業場内に持ち込んではならない。但し、所定の手

続きにより法人の許可を受けた場合はこの限りではない。

2項 従業員は業務上または規律保持上の必要により所持品の検査を求められた場合は、これ

を拒んではならない。

(情報機器の利用)

第 53条 従業員は、法人が貸与した情報機器 (ソ フトゥェアおよび周辺機器を含む。以下「社用

パソコン」という)を業務遂行に必要な範囲で使用するものとし、私的に利用してはな

らない。

2項 従業員は、社用パソコンの使用について次の事項を通守しなければならない。

①定められた用法に従い、破損、紛失、盗難等の事態が生じないようにすること。

② IDおよびパスワ~ドの管理を適切に行うこと.

③社外から持ち込まれたデータの使用にあたつては、ウィルスチエツクを行うこと。

④電子メールを送信する場合は、宛先及び添付フアイルの内容を十分に確認し、必要に

応じて、パスワードの設定や暗号化する等の適切な処置をとること。

⑤秘密情報が記録された媒体および印刷された紙は、シュレッダーにかける等適当な方

法で処理すること。

⑥なりすまし、情報の改ざん、共有ファイルの削除、不正アクセス等の不正行為を行わ

ないこと。

⑦許諾された利用権を超ぇてソフトウェアを複製しないこと。

3項 法人は必要に応じ、送受信した電子メールその他社用パソコン内に保存蓄積されたデー

タ等を開覧することができる。

(損害賠償義務)

第 54条 従業員が故意または過失により法人に損害を与えたときは、その損害を賠償させる。但

し、過失の場合は、事情により損害賠償を減免することがある。

第 6章   表彰および懲戒

(表彰)

第 55条 従業員に特別の功労があると認められる場合は、審査のうえ表彰する。

2項 前項の表彰は、賞状のほか賞品または賞金を贈る。

(懲戒の種類と内容)
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第 56条

2項

3項

4項

5項

6項

従業員に対する懲戒は、次の6種類とする。但し、反則の程度が軽く、または改心の情

が明らかなときは、訓戒にとどめ各号の懲戒を適用しない場合がある。

①譴責

始末書を提出させ、将来を戒める。

②減給

始末書を提出させ、将来を戒めるとともに賃金を減ずる。

この場合、減給の額は1事案について平均賃金 1日分の半額以内とし、複数事案に対

しての減給総額は当該賃金支払期間における賃金総額の1割を超えないものとする。

③出勤停止

始末書を提出させ、将来を戒めるとともに、7日 以内の期間を定めて出勤を停止し、

その期間の賃金を支払わない。

④降職

始末書を提出させ、将来を戒めるとともに、役職の罷免 口引き下げを行う。

⑤諭旨解雇

退職届を提出するよう勧告する。但し、勧告に従わない場合は懲戒解雇とする。

⑥懲戒解雇

予告期間を設けないで即時解雇する。この場合、所轄労働基準監督署長の認定を受け

たときは、解雇予告手当を支給しない。

諭旨解雇ないし懲戒解雇事由に該当するとして、諭旨解雇ないし懲戒解雇になるおそれ

がある従業員については、原則として事前に弁明の機会を与える。

従業員が他人を教唆しまたは需助して第57条もしくは58条に掲げる行為をさせたとき、

行為に準じて懲戒に処すものとする。

懲戒処分を受けた者がその後さらに懲戒に該当する行為をしたとき、または同時に2つ

以上の懲戒に該当する行為をしたときは、その懲戒を加重する。

懲戒に該当する行為により法人に損害を与えたときの損害賠償義務、および不当利得返

還義務は、懲戒によつて免れることはできない。

懲戒に該当する疑いがあるとき等、本人が出勤することが適当でないと認められる場合

は、懲戒処分の決定に至るまでの間自宅待機を命ずることがある。

(譴責 口減給 口出勤停止・降職)

第57条 前条第 1項第 1号ないし第4号の懲戒は、従業員が次の事項に該当したとき、審議の上

その程度に応じてこれを決定する。

①正当な理由がなく無断外出、又は、無断欠勤 (届出があっても法人が承認しないもの

を含む)を したとき、または正当な理由なく繰り返し遅刻または早退したとき。

②勤務状態が悪く勤務不熱心なとき。

③素行不良で風紀秩序を乱したとき。

④職務上の怠慢により、火災障害その他重大な事故を発生させたとき。

⑤職務に怠慢で職責を果たさないとき。

⑥故意または過失によつて法人の金品・帳簿 腱および重要書類を紛失、汚損または破損
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したとき。

⑦故意または過失によつて業務に支障をきたしたとき、または法人に損害を与え、若し

くは法人の信用を失墜させたとき。

③部下の管理監督、業務上の指導または必要な指示注意を怠ったとき。

③就業中、法人業務に関係のない業務に従事したとき。

⑩第47条ないし第54条に違反したとき。

①その他業務上の指示または法人の諸規程に違反したとき

⑫不正不徳義の行為により従業員としての体面を汚したとき、並びに法人の体面を汚し

または法人にとつて不名誉な事態を招いたとき。

①法人の届出または業務上の報告を偽つたとき。

①その他前各号に準ずる行為があつたとき。

(諭旨解雇・懲戒解雇)

第 58条 第 56条第 1項第5号および6号の懲戒は、従業員が次の事項に該当したときに、審議の

上これを決定する。但し情状によつては、第 56条第 1項第 1号ないし第4号のいずれか

の懲戒とする。

.① 出勤状態が正常ではなくまたは職務に著しく不熱心なとき。

②他人に暴行、脅迫、暴言またはこれに類する行為をなしたとき。

③法人内でとばくその他これに類する行為をしたとき。

④故意に法人の業務を妨害し、または妨害しようとしたとき。

⑤正当な理由なく、しばしば業務上の指示コ命令に従わなかつたとき。

⑥氏名、最終学歴または職歴等の重要な経歴を偽り、その他不正な方法を用いて採用さ

れたとき。

②報酬の有無にかかわらず、法人の承認を得ないで、在籍のまま他に就業し、または自

ら事業を営んだとき。

③法人の秘密もしくは取り扱う個人情報 (番号法に定める個人番号および特定個人情報

を含む)を法人の許可なく第二者に開示したとき、または自己もしくは第二者のため

に使用したとき。それらの行為をしょぅとしたときも同様とする。

③正当な権限なくして第二者の秘密情報もしくは取り扱う個人情報 (番号法に定める個

人番号および特定個人情報を含む)を取得もしくは閲覧し、またはそれらの行為をし

ようとしたとき。

⑩職務に関し、自己または第二者のために不当な金品や飲食等のもてなしを受けたとき。

①法人や他人の金品を盗み、または職務を利用して私利を図つたとき。

⑫故意または重大な過失により業務に重大な支障をきたしたとき、または法人に重大な

損害を与え、若しくは法人の信用を著しく失墜させたとき。

⑬法人の届出または業務上の報告を偽り、業務に重大な支障をきたしたとき、または法

人に重大な損害を与え、.若 しくは法人の信用を著しく失墜させたとき。

①正当な理由なく、法人が命じる転勤、配置転換、職種変更、出向、昇進を拒んだとき。

⑮相手方の望まない性的言動により、他人に不快な思いをさせ、職場の環境を悪くした
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とき。

①職務中の他の従業員または関係者の業務に支障を与えたり、一定の不利益を与えるよ

うな性的関心を示したり、交際や性的関係を要求したとき。

①職務上の地位を利用して、性的な強要を行つたとき。

⑩職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、

他の従業員、その他の関係者に精神的・身体的な苦痛を与えたり、就業環境を悪化さ

せたとき。

⑩妊娠もしくは出産したこと、または育児もしくは介護に関する体業等の制度の利用に

ついて、他の従業員または関係者の職務環境を悪化させる行為をしたとき。

⑩妊娠もしくは出産したこと、または青児もしくは介護に関する休業等の制度の利用に

ついて、嫌がらせ、制度の利用を阻害する行為、または解雇その他不利益取り扱いを

示唆する行為をしたとき。

0刑罰法規に違反したとき。

②担当業務の遂行に際し法令に違反し、法人の名誉信用を著しく失墜させたとき、また

は、業務に重大な悪影響を及ぼすような行為があつたとき。

①第 47条ないし第54条に著しく違反し、その行為態様が悪質なとき

②その他業務上の指示または法人の諸規程に著しく違反し、その行為態様が悪質なとき

①私生活上の非行行為や法人に対する誹謗中傷等によつて法人の名誉信用を傷つけ、業

務に悪影響を及ぼすような行為があつたとき。

①その他前各号に準ずる行為のあつたとき。

第7章  安 全 衛 生

〈安全衛生の義務)

第 59条 法人は従業員の安全衛生の確保および改善を図るため、必要な措置を講ずる。

2項 従業員は安全衛生に関する諸法令および法人の諸規程を守り、法人の指示に従い、災害

の防止、健康の維持・増進に努めなければならない。

3項 従業員は次の事項を遵守しなければならない。

①作業能率および非常の際のために整理整頓に努め、特に通路、非常口、消火設備のあ

る場所に物品をおいてはならない。

②指定された者以外、火器および危険物を取り扱ってはならない。また法人施設内では、

所定場所以外では喫煙しないこと。

③指定された危険有害な場所に許可なく立ち入つてはならない。

④法人が行う安全衛生に関して教育、訓練および行事に参加しなければならない。

⑤その他、作業に関する指示・指導を守らなければならない。

(健康診断)

第 60条 従業員は、 1年に 1回、法人の指定する医師による定期健康診断を受診しなければなら

ない。
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2項 従業員は、法令で定められた特定業務に従事し、または新たにその業務に就く場合には、

法人の指定する医師による特殊健康診断を受診しなければならない。

3項 前 2項に定める健康診断の他、法人は業務上の必要がある場合は、健康診断を実施する。

この場合、従業員はその健康診断を受診しなければならない。

4項 従業員は、第 1項および第 2項の健康診断に替えて、自ら希望する医師により同項の健

康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を法人に提出することがで

きる。

5項 法人は、第 1項および第2項に定める健康診断に基づく医師の意見および当該従業員の

実情等からその必要があると認めるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の

短縮、深夜業の回数制限等の措置を講ずる。

6項 従業員は、前項の措置に従わなければならない。

7項 第 1項ないし第3項の健康診断実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た

従業員の秘密を漏らしてはならない。

(検診命令)

第61条 法人は、就業に影響のある心身の故障、傷病の疑いがある場合には、従業員に対し、法

人の指定する医師の検診を命ずることがある。

(自 己保健義務)

第 62条 従業員は、勤務に支障のないよう自らの健康の維持・増進に努め、健康上必要な事項に

ついて医師その他の健康管理者の指示・指導等を受けなければならない。

2項 従業員は、健康状態に異常がある場合は、すみやかに法人に申し出るとともに医師等の

診察を受け、その回復に努めなければならない。

(就業制限)

第 63条 法人は、法令に定める危険または有害な業務若しくIま重量物を取り扱う業務に妊産婦お

よび年少者の従業員を就かせない。

〈就業禁止)

第 64条 次に掲げる者は、就業を禁止する。但し、第 1号に掲げる者については、伝染予防の措

置をした場合はこの限りではない。

①他人に伝染するおそれのある疾病にかかつた者

②精神障害のため、現に自分を傷つけ、または他人に害を及ぼす恐れのある者

③心臓、腎臓、肺等疾病で労働のため病状が著しく憎悪する恐れのある者

④医師が就業を不適当と定めた者

⑤従業員の同一世帯内若しくは、その近隣に伝染病が発生し感染の恐れのある者

⑥その他法令により定められた疾病にかかつた者

2項 前項の就業禁止となつた期間の賃金は無給とする。
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第8章  災 害 補 償

(業務上の災害補償)

第 65条 法人は、従業員が業務上負傷、疾病または死亡したときは、原則として労働者災害補償

保険法により補償を行う。従業員が同法による給付を受ける場合は、その価額の限度に

おいて、法人は同一の事由について労働基準法上の災害補償の義務を免れる。

(労災上積補償金)

第 66条 従業員または遺族は、本章に定める災害補償とは別に法人が独自に加算した金額 (以下

「労災上積補償金」という。)を受領する場合には、その受領した価額を限度として同一

の事由に基づく民事上の損害賠償の責を免れる。

2項 前項に定める労災上積補償金を受け取る権利は、これを譲渡しまたは担保に供してはな

らない。

3項 第 1項の遺族とは、労働者災害補償保険法の遺族補償に関する受給権者の定めに従うも

のとする。

第9章   教 育 訓 練

(教育訓練)

第 67条 法人は、従業員の徳性を高め、知識、技能および安全衛生の向上をはかるため必要な教

育訓練を行う。

2項 法人は、従業員に対し業務上の必要により国または公共団体の行う資格試験を受けさせ、

または外部の教育機関 口研究機関などに派遣し一定期間、専門知識・技能の習得を行わ

せることがある。

3項 法人は、従業員に対し、業務上の必要性により合宿研修を命じ、かつその問合宿所から

の外出及び外泊を禁ずることがある。

4項 従業員は、正当な理由なく前 3項の指示を拒んではならない。

第 10章  知 的 財 産 権

(特許、発明、考案等の取扱い)

第 68条 従業員が自己の現在または過去における職務に関連して、発明または考案をした場合で、

法人の要求がある場合は、特許法、実用新案法、意匠法等により特許、登録を受ける権

利またはその他の権利は、発明者及び法人が協議のうえ定めた対価を法人が発明者に支

払うことで、法人に譲渡または承継されるものとする。

(著作権の帰属)

第 69条 法人の発意に基づき、従業員が職務上作成し、法人名義の下に公表した著作物 (プログ

ラムを除く)およびプログラムは、職務著作としてその権利は法人に帰属するものとす

2018.12.01             特定非営利活動法人 o―Education就業規則                 18



る。

(附則)

(施行)

(改定)

本規則は2017年 12月 1日 から施行する。

本規則は2018年 12月 1日 から改定施行する。
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書式第 17号 (法第 55条関係)

特定非営利活動促進法第 54条第 2項第3号に定める事項を記載した書類

法人名 特定非営利活動法人 e‐Education 事業年度
平成 2年 4月 1日 ～

令和 3年 3月 31日

1 資金に関する事項 [①l収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第 2項第 3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

促進法施行規則第 32条第 1項各号に対応してい じ

収 益 源 泉 の 内 訳 金 額

受取寄附金 16,912,150円

受取助成金 28,504,599円

映像教育事業収益 16,011,097円

人材育成事業収益 12,830,222円

情報発信事業収益 226,702円

受取利息 473円

雑収益 260,491円

為替差益 4,771円

円

円

円

円

円

円

ノヽ
日 計 74,750,505円

(1)収益の源泉別の明細

(2)借入金の明細

な し

′劉
=1日 入 先 金  額

合  計 89,716,000円

西武信用金庫 (短期借入金) 716,000円

西武信用金庫 (長期借入金 ) 40,000,000円

日本政策金融公庫 (長期借入金) 49,000,000円

円

円

(3)その他



資産の譲渡に係る料金及び条件等

(2)資 に係る料金及び条件等

(3)役務の提供に る料金及び条件等

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金

な し 円

条  件  等

円

円

円

円

円

円

円

円

条  件  等料 金

な し 円

円

円

貸 付 資 産 の 内 容

円

円

円

円

円

円

役 務 の 提 供 の 内 容 料 金 条  件  等

講演料 (非営利団体) 30,000円 1回あたりの基本単価

200,000円 1回あたりの基本単価

その他職員講演料 (企業) 50,000円 1回あたりの基本単価

円
※上記は当団体の基本単価であり、講

演依頼主の指定単価によることもある

円

円

円

円

円

2 内容に関する:事項|[②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引

及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ
らヽ までの取引 口 役員等との取引]

(1)収益の生ずる取引の上位 5者

(2)費用の生ずる取引の上位 5者

(3)役員、社員、職員若 しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 ( 産を含む。)

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

譲 渡

年月 日
譲 渡 価 格 譲渡資産の内容等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

16,551,009円
フィリピン映像教育事業・コ

ンサルティング事業受託料等

7,000,000円 受取助成金

6,806,800円
フィリピン CSRコ ンサルティ
ング事業受話料

5,000,000円 寄付金

4,295,500円 フィリピン映像教育事業

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 弓1 内 容 等

21,083,710円

バングラデシュ映像教育

事業 。人材育成事業業務

委託料等

17,297,500円 WEB宣伝広告費

8,819,800円
フィリピン映像教育事業

等

6,000,000円
役員報酬 600,000円 +給
滲1手当 5,400,000円

給料手当



口 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の額 譲渡資産の内容等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

役務の提

供年月日
対 価 の 額 役務提供の内容等

2020/7/

6
462,000円

年間顧問料 (含む決

算業務)

円

円

円

円

円

円

円

円

円



氏名 寄附金額 受領年月 日

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が

20万円以上であるものに限る。)の氏名並びに

5 給与の総額等に関する事項 [⑤給与を得た職員の総数及 る事項]

給与を得た職員の総数 左記の職員に対する給与総額

9人 27,244,275円



支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

な し

合   計

6 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月 日]

7 海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並び
にその実施 日]

実施 日 使徒 金額 (円 )

2020/4/1 バングラデシュ国での映像教育事業等業務委託金 2,400,000

2020/4/28 バングラデシュ国での映像教育事業等業務委託金 486,842

2020/6/2 バングラデシュ国での映像教育事業等業務委託金 1,400,000

2020/6/9 フィリピン国での映像教育事業等業務委託金 1,250,000

2020/6/9 フィリピン国での人材育成事業等業務委託金 1,250,000

2020/6/10 バングラデシュ国での映像教育事業等業務委託金 570,000

2020/7/30 バングラデシュ国での映像教育事業等業務委託金 1,700,000

2020/8/6 ネパール国での映像教育事業等業務委託金 900,000

2020/8/17 バングラデシュ国での映像教育事業等業務委託金 562,000

2020/9/29 バングラデシュ国での映像教育事業等業務委託金 1,500,000

2020/10/5 フィリピン国での映像教育事業等業務委託金 673,500

2020/10/6 バングラデシュ国での映像教育事業等業務委託金 3,050,000

2020/10/9 ネパール国での映像教育事業等業務委託金 900,000

2020/10/21 フィリピン国での活動のため、現地口座へ資金移動 160,000

2020/11/18 バングラデシュ国での映像教育事業等業務委託金 2,920,000

2020/12/14 バングラデシュ国での映像教育事業等業務委託金 1,000,000

2020/12/14 フィリピン国での人材育成事業等業務委託金 2,000,000



2020/12/14 フィリピン国での映像教育事業等業務委託金 1,394,600

以下余白

2020/12/24 バングラデシュ国での映像教育事業等業務委託金 1,250,000

2()21/1/21 ネパール国での映像教育事業等業務委託金 1,320,632

2021/2/1 バングラデシュ国での映像教育事業等業務委託金 2,250,000

2021/2/5 バングラデシュ国での映像教育事業等業務委託金 1,994,868

2,000,0002021/3/2 フィリピン国での映像教育事業等業務委託金

2021/3/2 フィリピン国での人材育成事業等業務委託金 251,700



法人名 特定非営利活動法人 e―Educttion チェッタ欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

{2}特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

口 各社員の表決権が平等であること

○

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

(注 1)

C主 2)

各欄の人数等は、第3表付表1『役員の状況」から転記してくださしヽ

③及び〕こついては、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してくださし、

ロ

項  目 最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合
最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ
割 合

役員数
る者及

(②÷③
族等」のグループの人数

(④÷③

区 分
① ② ③ ④ ⑤

③
令和 2年 4月 1日 ～令和 3年

3月 31日 ′ 4人 0人 0% 0人 0%

⑤ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

各社員の表決権が平等である ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

上記を証する書類の名称とその内容等

匡回

しヽ えヽ

はい

しヽ えヽ

はい

いいえ

はい はい

しヽ えヽ

はい

しヽ えヽ

はい

しヽ えヽ
定款第27条に『各正会員の表決権は平等なものと

する。』と規定
しヽ えヽ

書式第 7号 (法第 44条・51条・58条 1翻囀

認定基準等チェック表  (第 3表) 靱 菊

G憲1中0
・ 認定基準等チェック表 (第 3劇)は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書知 の提出時においても記載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出自Di=記載した事項について、

添付を省略することができます。



ハ

項
日
【 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

はい

回コ

はい

しヽ えヽ

はい

しヽ えヽ

はい

しヽ えヽ

はい

しヽ えヽ

はい

しヽ えヽ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行っている

回ヨ

しヽ えヽ

はい

ヤヽいえ

EL\

v\L\i

はい

しヽ えヽ

はい

いいえ

はい

しヽ えヽ

はい

いいえ

項
日
Ｈ

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無

④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

有・□ 有。無 有・無 有・無 有・無 有 。無 有 。無

第3表 (りCむ

∝意申Q
認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第5条第1項に基づく書類 (役員欄酬規程等提出自Dに記載した事項について、改

めて記載する必要はありません。

エ

○ 二において、「費途が明らかでないもの」と:よ 法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明らかにしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできません。

3

項    目 記 載 要 領 注 意 事 項

区分欄の「③弓①」の各欄にIよ 実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況」を記載して、嘔凛 K効

及び n④」の各欄に該当する人数を転記します。

イの各欄

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに記載します。

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

|ミ 「定款 (又は会貝ゆ第○条に『各正会員の表決権lよ

平等なものとする』と規定」のように記載します。

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の [墜EL
l二I`⊇』_:Lと」盪

`全

il【」」墨E査』塾]憂1董E空」堕:

付し工土ださnL
② 口帳簿書類の備付け、取引の記録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

した塑養艶こ饉二_,1:旦塗壺」塁こ2¨ [̈1目壁1旦

菫i墜:2:因塑:里__を重彗1≧1ビ〕壁壼」」
=ど

:⊆.≦.」:主彗
しヽ

じて1行:っ ている」の「はレコ に「o」

該当する一方を「○」で囲みます。

なお、口④」から 口①」についてlよ イに記載する各期

間 (「③」から口①」)を示したもの`で九

ハの各欄

該当する一方を「○」で囲みま
‐
九

なお、「③」から 口①」については、イに記載する各期

間 (躙⑥」から した

二の各欄



書式第 8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項

について、添付を省略することができます。

法人名 特定非営利活動法人 e■ducation ③ ⑮ ◎ ④ ◎ ① 申請時

役  員  数 4人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

人 人 人 人0人 人 人

役 員 の 内 訳

就 任 等 の 状 況

職名 続柄等
③ ⑥ ◎ ① ◎ ①

申

請

時

就任・退任

年月 日氏  名 住  所

税所 篤快

三輪

大地

開人 平成 26年 12月 22

日就任

平成 26年 12月 22

日就任

平成 30年 8月 13

日就任

平成 27年 11月 17

日就任
長田 和弘

理事

理事

○

○

理事

○

監事
ヽ
ノ

ｒ
ヽ



法人名 特定非営利活動法人 e‐Edum�On

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

仕訳帳

総勘定元帳

給与台帳

会計ソフト(マネーフォワー

ドクラウド会計)使用

ルーズリーフ

都度 7年

都度 7年

月 1回 7年

会計ソフト(マネーフォワー

ドクラウド会計)使用

ルーズリーフ

会計ソフト(マネーフォワー

ドクラウド給与)使用

ルーズリーフ

固定資産台帳
会計ソフト (減価償却の達

人)使用

ルーズリーフ

月 1回 7年

書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(記麟1費詢

「伝票又は帳簿名」欄Iよ 例えば「入劃 1澤艶、「出翻1葺和、「振替優乳!、
l萌金出納向 、「総勘定元帳」などのように記載します。

「左の帳簿等の形態」欄は、「単募し、「ルーズリーフ」、曝打帳簿」などのように記載します。
「記帳の時期」欄は、耶団寺」、「毎日」、「―週間ごと」のように講 します。

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第騎条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出:割Dに記載した内容に変更
がないときは、添付を省略することができます。



法人名 特定非営利活動法人∝Education チェッタ欄

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行っていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法

人と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当

法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う

者、上記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上

であること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

ロ

○

① 申富静寺⑮ ◎ ① ◎日
Ｈ項 ④

有・ 無
有

国
巳】

有・ 無 有 。無 有・ 無 有 ・ 無 有 。無
宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者

を教化育成する活動

有 ・ 無 有 ・ 無 有・ 無 有 。無 有 。無
有

有・ 無
政治上の主義を推進し、支持し、又はこれ

に反対する活動

有・ 無 有・ 無有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無
有

有 ・ 無

特定の公職の候補者若しくは公職にある者

又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに

反対す
・る活動

項 目 ③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申罰覇寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の〕Rな 当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況諄に照らして、当法人の役員に対

する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他

役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の禾I益の供

有。国 有・無 有・無 有。無 有 。無 有 。無 有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価C痢訪 当`

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特男lIC禾 I溢:の供

有。国 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特易lIC禾:溢1の供与の有無
有・□ 有・無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある:者に対する寄附の 有。国 有 。無

有・無 有 。無 有・無 有・無 有・無

有・無 有 。無 有 。無 有・無 有 。無

有・無 有・無 有・無 有 。無 有・無

書式第 10号 (法第 44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表 (第 4表) (初舅む

∝憲申曰

・ 「認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第5条第1項に基づく書類 (役員輌酬規程等提出書難)の提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次葉)」 0ヽ汲び二)の記載及び添付の必要はありま

せん。
口 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)|こ記載した事項につい

て、添付を省略することができます。



チェック欄法人名 特定非営禾!歴:動法人 e―Education

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事

項等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合に|よ 正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事開訴において閲覧させることに同意する。

※閲覧に関する細則 eν』韻ID等がある場合にIよ その廂眼1l eυ哺猥ID等を添付してくださし、

同  意

しない

イ

① 事業報告書等 停業報告書、財産目録、中 、活動訛鷺歓 傭罰役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した:割動

② 役員名簿

③ 定款等 (定款繊 の写し、1登記事項証1明書の写υ

ロ 各認定基洋等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を議調月する書類

ハ 割附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又国職員給与の1支給に関する規程

ホ

次の事項を
―
謁載した書類

① 収益の栃所場llの明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは制 者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又|ま役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

割附金の額の事業年度中の合計額が加万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ l海外への送金又は金銭の持出しを行った場舗こおけるその金額及び睫途並びにその実施日

助成金の支給を行った躯 事後に所轄庁に提出した書類の写し

書式第 13号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表 5

∝意申Q
・ 認定基準等チェック表第5表は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添付する必要

があります。
・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつて|よ 添付の必要はありません。



書式第 14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

り^ 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28 条に規定する事業報告書等

を同法第 29条の規定により所轄庁に提出していること

チェッタ欄

○

特定非営利活動促進法第 28 る事業報告書等の所轄庁への提出の有無

④ ⑮ ◎ ① ◎ ①

圃 鉦 有 。 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

法人名 特定非営利活動法人 e‐Education

認定基準等チェック表  (第 6表 )

認定基準等チェック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表 )

(注意事項)

・ 法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に当たっては、認定基準等チェック表 (第 6

表及び第 8表)は、記載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第 8表)の記載の必要はありませ

ん。また、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、改めて記載する必

要はありません。

「認定基準等チェック表」(第 6表)記載要領

７

〓 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により

何らかの利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェッタ欄

○

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の

注・ ェック表 (第 7表)は、
Ｅ
０ 1項に基 ' く書類 (役 の提

出時に記載及び添付する必要があります。

① 申請 時④ ◎④ ⑮ ◎

有 ・ 無 有 ・ 無有 ・ 無 有 。 無 有 ・ 無有 。□ 有 ・ 無

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後 1年を超える期間

が経過していること

チェック欄

事業年度 月  日～  月  日 設立年月 日 平成  年  月   日

項 目 記 載 要 領 注 意 事 項

各欄共通 該当する一方を「o」 で囲みます。 「④」から「①」について

は、認定基準等チェック表



書式 第 15号 (法第 44条 。51条・58条関係 )

欠格事由チェック表

法人名 特定り1哨沐l鷹置法人 e―Education チェック欄

ずヽれかの欠格事由に該当する法人

は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。

1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を り消され

た場合におしヽて、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特

例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの

口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな

い者
ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法2“ 条等餞1)若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税着しくは地方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

二 暴力団の構成員等 健2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

3
4

定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人

国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人

5 日から3 法ヽ人

6 次のいずれかに該当する法人

イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

2 り消されその取消しの日から しない法人 はい 。 し`

（
０ 定款又は事業計画書の内容が法令等lむ劃又している法人 融・ヽ面¬

6

イ 暴力団 は い
。 ヽ

ロ
はい 。

1 うち、次のυ

イ 認定特定ブ1増禾:雁緻鱗人が認定を取り消された場合又|ま特

"j認

定特定り1者禾:… 率繭厠定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当i該認定

特定非営禾!提置麒人又は当該特例認定特定非営和.情動法人のその業務を行う理事であった者でそ
有。国

しの日から

ロ 禁銅以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から
有

しなセ

ハ 特定ブ鐸新:雁置促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法lむ劃更したことにより、若しくは

刑法第204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は|コ院若しくは地方税に

関する法筆に違反したことにより、制 に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受

けることがなくなった日から5年を経過しない者の有無

有 □
ヒコ

はい 。匝ヨ4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該1滞納処分の終了の日から3年を経過

=菫l墜!墜墨!箋l壁1塵:囲菱!壼1墾塑 !璽:型:聾:塗:亜i國!型:E:

(注 1)その他の事曜ワ慟Sある場創ま、その他α朝籾フi在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、

(注 2)

紺
額

ヽはい 。
国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人


